
（
１
）

日
隆
聖
人
（
一
三
八
五
’
一
四
六
四
、
以
下
隆
師
）
の
著
述
は
一
八
部
二
七
四
巻
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
古
来
よ
り
三
千
余

（
２
）帖
・
三
百
余
巻
な
ど
と
称
さ
れ
質
量
と
も
に
日
蓮
教
学
史
上
に
お
い
て
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」

（
３
）

六
六
巻
（
以
下
「
宗
要
集
」
と
略
記
）
は
、
「
法
華
宗
本
門
弘
経
抄
」
二
七
巻
に
次
ぐ
大
部
の
著
作
で
あ
り
、
隆
師
の
主
著
の
一
つ
と

「
宗
要
集
」
は
享
徳
二
年
（
一
四
五
三
）
八
月
下
旬
か
ら
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
十
一
月
の
お
よ
そ
三
年
三
ヶ
月
の
間
に
か
け
て
成

立
し
た
も
の
で
、
そ
の
構
成
は
、
仏
部
・
菩
薩
部
・
二
乗
部
・
五
時
部
・
教
相
部
・
雑
部
の
六
部
か
ら
な
っ
て
お
り
、
そ
の
列
次
に

差
異
は
あ
る
も
の
の
、
天
台
宗
の
論
義
書
の
一
形
態
で
あ
る
「
宗
要
」
と
同
様
の
形
式
を
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
宗
要
集
」
は
、

天
台
宗
の
「
宗
要
」
の
形
態
を
採
用
し
つ
つ
、
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
「
開
迩
顕
本
」
す
な
わ
ち
日
蓮
義
の
立
場
よ
り
捉
え
た
仏
教

観
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
株
橋
日
涌
先
生
が
そ
の
論
孜
「
日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま

（
４
）

し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。

桂
林
学
叢
第
三
十
二
号
令
和
三
年

『
開
迩
顕
本
宗
要
集
』
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論

一
、
は
じ
め
に

ｌ
『
宗
要
柏
原
案
立
』
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
Ｉ

三
浦
和
浩
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（
５
）

さ
に
そ
れ
は
「
天
台
宗
の
宗
要
集
を
本
宗
の
立
場
よ
り
解
説
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
『
宗
要
集
」
の
特
徴
に
関
連
し
て
、
北
川
前
肇
先
生
は
、

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
『
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
が
、
天
台
宗
の
「
宗
要
」
に
、
当
家
の
立
場
か
ら
解
釈
を
加
え
た
も
の
で

（
６
）

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
隆
が
、
い
か
な
る
「
宗
要
」
を
依
拠
と
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
し
て
、
隆
師
が
「
宗
要
集
」
を
撰
述
す
る
に
当
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
天
台
宗
の
「
宗
要
」
を
参
考
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
問
題
を
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
つ
の
明
確
な
解
答
を
提
示
さ
れ
た
の
が
大
平
宏
龍
先
生
で

大
平
先
生
は
、
「
宗
要
集
」
に
具
体
的
な
名
称
を
挙
げ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
「
類
聚
抄
」
と
『
普
光
集
」
が
あ
る
こ

と
、
中
で
も
「
類
聚
抄
」
が
六
十
回
以
上
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
宗
要
集
」
の
成
立
に
関
し
て
「
圧
倒
的
に

合
ｊ
）

「
類
聚
抄
」
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
「
類
聚
抄
」
が
政
海
二
二
三
一
ｌ
）
の

「
政
海
類
聚
抄
」
に
比
定
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
宗
要
集
」
中
の
「
天
台
宗
尋
ね
の
分
」
が
『
政
海
類
聚
抄
」

に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
大
平
先
生
は
こ
の
他
に
も
「
三
百
帖
見
聞
」
等
の
引
用
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

（
８
）
（
９
）

お
り
、
ま
た
近
年
こ
れ
を
受
け
る
形
で
、
米
沢
立
晋
先
生
が
隆
師
著
述
中
の
「
三
百
帖
」
引
用
に
つ
い
て
の
研
究
を
発
表
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
「
宗
要
集
」
中
に
十
六
カ
所
の
「
三
百
帖
」
の
引
用
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
も
「
天
台
宗
の
尋
ね
」
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
一
連
の
研
究
の
中
で
、
大
平
先
生
は
、
隆
師
の
「
日
蓮
所
立
本
門
法
華
宗
五
時
四
教
名
目
見
聞
」
（
以
下
「
名
目

見
聞
」
）
の
成
立
に
、
柏
原
流
の
祖
で
あ
る
貞
舜
（
一
三
三
四
’
一
四
二
二
）
の
「
七
帖
見
聞
」
（
「
天
台
名
目
類
聚
抄
」
）
が
深
く
関
連
し
て

い
る
こ
と
を
勘
案
し
、
同
じ
く
貞
舜
撰
述
の
論
義
書
で
あ
る
『
宗
要
柏
原
案
立
』
（
以
下
「
柏
原
案
立
」
）
に
つ
い
て
、
「
宗
要
集
」
に

あ
っ
た
。

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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（
川
）

は
そ
の
書
名
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
れ
が
引
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
隆
師
は
美
濃
安
八

郡
の
下
宮
談
義
所
に
て
修
学
さ
れ
、
応
永
二
二
年
（
一
四
一
五
）
に
は
善
深
か
ら
「
法
命
集
」
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
下
宮
談
義
所
は
柏
原
談
義
所
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
ま
た
当
時
は
容
易
に
入
手
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
「
七

帖
見
聞
」
を
隆
師
が
閲
覧
で
き
て
い
る
こ
と
、
隆
師
と
貞
舜
の
年
齢
差
が
三
十
二
歳
と
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
隆
師
が
柏
原
談
義
所

（
Ⅱ
）

（
胆
）

の
貞
舜
に
直
接
学
ん
だ
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
は
今
は
横
に
置
く
と
し
て
も
、
天
台
宗
の
宗
要
で
あ
る

「
柏
原
案
立
」
が
「
宗
要
集
」
に
引
か
れ
て
い
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
論
点
を
念
頭
に
持
ち
つ
つ
、
今
回
、
隆
師
著
作
中
に
お
け
る
「
事
具
三
千
」
の
語
に
関
す
る
調
査
を
進
め
る
中
で
、

〈
耐
）

「
宗
要
集
」
中
に
「
柏
原
案
立
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

「
宗
要
集
」
と
「
柏
原
案
立
」
が
如
何
な
る
関
係
性
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
中
で
隆
師
が
、
一
念
三
千
の
基
礎
概

念
で
あ
る
十
界
互
具
の
事
理
分
別
を
如
何
に
論
じ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

「
事
具
三
千
」
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
聖
人
二
一
三
二
’
一
二
八
二
、
以
下
宗
祖
）
の
遺
文
中
に
は
見
え
ず
、
宗
祖
直
弟

の
天
目
師
（
一
二
五
七
？
’
一
三
○
八
ま
た
は
一
三
三
七
）
に
よ
る
「
円
極
実
義
抄
」
が
最
も
早
い
事
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の

（
Ｍ
）

天
目
師
撰
述
説
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
の
あ
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
〈
具
体
的
’
内
在
〉
と
し
て
の
「
事
具
」
の
語
の
用
例
は
、
中
国
仏
教
の
文
献
に
は
確
認
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
。
一
方
、
日
本
仏
教
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
古
く
は
五
大
院
安
然
（
八
四
一
？
’
九
一
五
？
）
の
「
真
言
宗
教
時
義
」

や
「
菩
提
心
義
抄
」
の
中
に
そ
の
用
例
が
確
認
で
き
る
。

二
、
中
古
天
台
に
お
け
る
「
事
具
十
界
」
か
ら
「
事
具
三
千
」
へ
の
展
開

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
典
諭
（
三
浦
和
浩
）
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説
ク
。
初
地
初
住
ハ
分
二
具
１
十
界
君
乃
至
凡
夫
ハ
但
ダ
是
レ
理
具
ナ
リ
。
又
云
ク
。
円
人
ハ
初
心
二
事
理
具
足
ス
ト
。
此
ノ
義
ハ
的
ン
ク
与
二
此
宗
ノ

（
随
）

意
斗
同
ジ
。
（
傍
線
部
筆
者
、
以
下
同
様
）

こ
こ
で
安
然
は
「
真
如
の
十
界
」
の
有
り
様
を
議
論
し
て
い
る
が
、
凡
夫
の
心
性
を
「
理
に
十
界
を
具
す
（
理
具
十
界
こ
と
し
て

い
る
の
に
対
し
て
諸
仏
の
悟
り
に
お
い
て
は
「
事
に
十
界
を
具
す
（
事
具
十
界
）
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
事

具
」
は
十
界
の
う
ち
特
に
「
仏
界
」
を
具
体
的
事
実
と
し
て
内
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
「
故
に
事
具
の
十
界
は
皆
為

れ
法
身
な
り
」
と
結
論
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
天
台
宗
の
云
く
」
と
し
て
、
妙
楽
大
師
湛
然
の
「
摩
訶
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
（
以

下
「
弘
決
」
）
よ
り
「
仏
果
已
に
満
ず
れ
ば
事
に
従
っ
て
説
く
。
已
に
十
界
を
具
す
。
初
地
初
住
は
分
に
十
界
を
具
す
。
乃
至
凡
夫
は

（
Ｗ
）
（
脇
）

但
だ
是
れ
理
具
な
り
」
の
文
を
引
い
て
そ
の
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
「
弘
決
」
の
文
は
、
仏
が
十
界
を
具
す

か
否
か
と
い
う
問
題
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
仏
果
を
得
た
者
は
「
事
」
に
十
界
を
具
し
、
初
地
・
初
住
と
い
っ
た
仏

道
修
行
の
途
上
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
「
分
具
」
即
ち
十
界
の
一
分
を
具
す
と
し
、
凡
夫
に
お
い
て
は
「
理
」
と
し
て
具
し
て
い
る

（
脚
）

に
留
ま
る
と
い
う
、
妙
楽
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
伝
教
大
師
最
澄
に
仮
託
さ
れ
る
ヨ
心
戒
体
秘
決
」
や
、
円
珍
に
仮
託
さ
れ
た
「
円
多
羅
義
集
」
、
初
期
の
天
台
論
義
書

で
あ
る
源
信
問
良
源
答
の
「
文
殊
櫻
決
」
、
あ
る
い
は
台
密
の
図
像
や
口
伝
を
集
成
し
た
「
阿
娑
縛
抄
」
な
ど
、
中
古
天
台
文
献
中

に
「
事
具
十
界
」
の
用
例
が
集
中
し
て
見
ら
れ
、
さ
ら
に
『
漢
光
類
聚
』
に
お
い
て
は
「
事
具
一
念
三
千
」
と
い
う
用
語
が
確
認
で

例
え
ば
「
真
言
宗
教
時
義
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

如
一
体
ナ
リ
。
以
幸
如
量
『
故
二
俗
如
無
量
ナ
リ
。
（
中
略
）
故
二
事
具
ノ
十
界
ハ
皆
為
し
法
身
ナ
リ
。

形
法
身
ナ
リ
。

問
う
。
真
如
ノ
十
界
典
其
ノ
相
如
何
。
答
フ
。
凡
夫
ノ
心
性
ハ
理
二
具
率
十
界
『
。

一
体
ナ
リ
。
以
予
如
量
一
故
二
俗
如
無
量
ナ
リ
。
諸
仏
ノ
果
海
ハ
事
二
具
聿
十
界
君

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

開随
レシ テ

唾聾
ヲ－

湧因
（ －ヲ

事随
ヲ テ

法感
界三

法界
爾一ヲ
ナ O
リ

･以
以ニア

ニラ如
如理
理一ヲ
-ヲ故

越貢
真如

天
台
宗
ノ
云
ク
仏
果
已
二
満
ズ
レ
バ
従
吟
事
二
而

（
腸
）
ま
さ

円
人
ハ
初
心
二
事
理
具
足
ス
ト
。
此
ノ
義
ハ
的
ン
ク
与
二
此
宗
ノ
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（
郡
）

き
、
天
台
論
議
書
で
あ
る
貞
舜
の
「
柏
原
案
立
」
に
お
い
て
「
事
具
三
千
」
が
論
じ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

貞
舜
（
一
三
三
四
’
一
四
二
三
は
近
江
国
柏
原
の
成
菩
提
院
に
談
義
所
を
開
き
、
同
寺
を
中
興
し
て
柏
原
流
の
祖
と
な
っ
た
室
町

時
代
初
期
の
人
物
で
あ
る
。
そ
の
著
、
応
永
年
間
に
成
立
し
た
『
柏
原
案
立
」
に
「
事
具
三
千
」
の
名
目
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は

「
十
界
互
具
」
の
算
題
の
下
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、

問
う
。
十
界
依
正
更
二
互
具
ス
ル
ト
ハ
者
約
学
理
二
論
ズ
ル
歎
約
噂
事
二
論
ズ
ル
歎
。

答
フ
。
任
苓
一
家
ノ
大
邑
且
一
事
理
共
二
可
望
璽
十
界
互
具
ノ
義
↓
也
卜
可
一
答
へ
申
も

と
あ
り
、
十
界
互
具
の
事
理
分
別
が
そ
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
答
釈
は
「
事
理
共
に
十
界
互
具
の
義
を
論
ず
べ
き

な
り
と
答
え
申
す
べ
し
」
と
し
て
、
「
事
具
十
界
」
の
用
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
十
界
互
具
が
事
に
お
い
て
も
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
．
家
の
大
旨
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
間
者
は

就
吟
之
二
理
性
ノ
ー
如
ノ
時
錐
哩
有
干
界
界
二
互
具
ノ
義
一
事
相
隔
異
ノ
日
ハ
争
ヵ
十
界
互
具
ノ
義
可
峠
有
叫
之
耶
。
愛
ヲ
以
テ
華
厳
三
無
差
別

と
し
て
、
「
釈
嬢
」
の
「
理
体
に
差
無
し
、
差
は
事
用
に
約
す
」
の
文
や
、
「
弘
決
」
の
「
理
に
約
し
て
即
と
云
い
、
事
に
約
し
て
須

く
離
と
す
」
を
引
い
て
、
事
相
の
互
具
は
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
を
呈
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

答
ァ
云
ク
云
所
以
二
家
ノ
心
寺
事
理
不
二
・
修
性
一
如
也
。
於
序
理
二
有
剰
互
具
ノ
義
｜
者
事
そ
又
可
壊
踊
也
。
愛
ヲ
以
テ
妙
楽
大
師
又
此
ノ

理
具
変
革
為
聿
修
具
も
ニ
ノ
修
具
ハ
鉦
吟
卜
非
誹
コ
ト
理
具
一
葵
。
但
ダ
至
１
御
難
一
事
理
各
別
ノ
義
ハ
権
宗
権
門
ノ
意
ナ
リ
。

と
返
答
し
、
天
台
家
の
心
は
「
事
理
不
二
」
「
修
性
一
如
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
弘
決
」
か
ら
「
又
此
の
理
具
変
じ
て
修
具
と
な
る
。

こ
の
修
具
は
理
具
に
非
ざ
る
こ
と
無
し
」
の
文
を
引
い
て
、
理
具
と
事
具
の
相
即
無
差
別
性
を
論
じ
、
事
理
各
別
の
考
え
方
を

之
し
被
峰
得
。

理
体
二
鉦
”
差
。
差
ハ
約
予
事
用
一
釈
シ
食
欲
即
是
道
ノ
文
約
噂
理
二
一
冤
即
卜
約
噂
事
二
須
ク
離
卜
ス
ト
判
ズ
。
如
謨
文
理
シ
者
事
相
ノ
互
具
無
啼

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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Ⅱ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
０
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
房
叩
邑
国

三
領
事
蝿
ヨ
調
切
り
決
ノ
五
二
云
ク
又
タ
此
ノ
理
具
変
享
為
型
修
具
も
ニ
ノ
修
具
ハ
無
啼
非
予
コ
ト
理
具
一
葵
。

こ
こ
で
は
『
華
厳
経
」
の
「
心
如
工
画
師
」
以
下
の
文
、
「
弘
決
」
の
「
心
造
と
言
う
は
」
以
下
の
文
、
同
じ
く
「
理
具
変
じ
て

修
具
と
為
る
」
の
文
が
引
か
れ
、
ま
た
波
線
部
の
よ
う
に
『
止
観
」
に
関
連
し
て
「
理
具
三
千
」
と
「
事
具
三
千
」
に
つ
い
て
述
べ

て
お
り
、
全
体
と
し
て
は
理
具
と
事
具
の
相
即
性
を
主
張
す
る
文
脈
で
「
事
具
三
千
」
の
語
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
認
｝

ノ
、
の
で
あ
る
。

芥
子
相
入
ノ
義
ヲ
釈
二
今
解
不
思
議
理
理
則
勝
事
実

（
鋤
）

と
、
「
摩
訶
止
観
」
第
五
の
「
今
解
す
（
心
無
く
念
無
能
行
無
く
能
到
無
く
）
不
思
議
の
理
、
理
則
ち
事
に
勝
る
」
の
須
弥
芥
子
相
入
の

義
に
関
す
る
文
を
引
き
、
こ
こ
か
ら
『
止
観
」
の
「
夫
れ
一
心
に
十
法
界
を
具
す
。
一
法
界
又
十
法
界
を
具
す
れ
ば
百
法
界
な
り
。

一
界
に
三
十
種
世
間
を
具
す
れ
ば
百
法
界
即
ち
三
千
種
世
間
を
具
す
。
此
の
三
千
一
念
の
心
に
在
り
。
若
し
心
無
く
ん
ば
已
み
な
む
。

介
爾
も
心
有
ら
ぱ
即
ち
三
千
を
具
す
」
へ
と
議
論
が
展
開
さ
れ
、
「
事
具
十
界
」
か
ら
「
事
具
三
千
」
の
説
示
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

「
権
宗
権
門
の
意
」
で
あ
る
と
一
蹴
し
て
い
る
。

更
に
こ
こ
で
、
安
然
の
「
真
言
宗
教
時
義
」
や
『
菩
提
心
義
抄
」
に
引
か
れ
た
『
弘
決
」
の
「
仏
果
已
に
満
ず
れ
ば
事
に
従
っ
て

説
き
、
初
地
初
住
は
分
に
十
界
を
具
す
。
乃
至
凡
夫
は
但
だ
是
れ
理
具
な
り
」
の
文
を
引
き
、
続
い
て
、

於
一
凡
夫
ノ
依
身
一
事
相
進
デ
難
陸
具
吾
卜
仏
果
ノ
相
好
老
退
ン
テ
難
吟
具
吾
卜
地
獄
洞
然
ノ
猛
火
ノ
姿
↓
者
也
。
価
テ
摩
訶
止
観
ノ
第
五
二
須
弥

「
柏
原
案
立
」
に
お
け
る
事
具
三
千
の
説
示
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

十
界
互
具
ハ
事
理
共
二
可
環
有
恥
之
し
云
う
事
。
一
家
ノ
心
ハ
事
理
自
型
兀
体
一
修
性
全
一
ノ
法
也
。
若
ン
理
二
許
執
互
具
ノ
義
↓
事
モ
亦
タ
可
吟

者
約
弔
理
二
造
即
チ
是
レ
具
ナ
リ
。
ニ
ニ
ハ
者
約
鼎
二
事
二
不
し
出
彗
二
世
↓
実
。
又
夕

然
ル
也
・
依
吟
之
二
華
厳
経
二
云
ク
心
ハ
如
才
エ
ナ
ル
画
師
↓
造
率
種
種
ノ
五
陰
宅
突
。
決
ノ
五
二
引
厩
之
ヲ
云
ク
言
謨
心
造
千
者
不
レ
出
雪
一
意
ミ
ー
ニ
ハ

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

止
ノ
五
二
立
理
境
修
境
。
理
境
三
千
理
具
三
千
ｃ
修
境
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こ
の
よ
う
に
、
中
古
天
台
の
諸
文
献
の
中
で
、
十
界
互
具
が
事
実
と
し
て
成
立
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
事
具
十
界
」
が
論
じ
ら
れ
て

き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
宗
要
集
」
雑
部
第
四
に
も
『
柏
原
案
立
」
と
同
様
に
「
十
界
互
具
」
の
算
題
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
隆
師
は
、
こ
の
中
古
天
台
的
な
「
事
具
十
界
」
の
思
想
を
日
蓮
遺
文
の
上
で
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
開
目
抄
」
・

「
観
心
本
尊
抄
」
・
「
富
木
入
道
殿
御
返
事
（
治
病
抄
二
の
文
を
引
き
、
本
門
寿
量
品
の
本
因
妙
・
本
果
妙
・
本
国
土
妙
の
説
示
に

よ
っ
て
事
具
三
千
が
成
立
す
る
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
「
十
界
事
具
」
か
ら
「
事
具
三
千
」
へ
の
展
開
を
以
下
の
よ
う
に
綴
っ
て
い

る
0

に
云
く
、
又
夕
此
ノ
理
具
変
ン
｜
ァ
為
率
修
具
ｔ
ニ
ノ
修
具
鉦
膨
非
謝
コ
ト
理
具
一
文
。
此
の
如
く
止
観
一
部
に
事
・
理
の
三
千
、
事
・

理
の
互
具
之
を
明
し
、
事
の
三
千
・
事
の
互
具
を
取
て
観
心
本
尊
抄
に
移
し
、
本
因
本
果
本
国
土
に
約
し
て
事
具
三
千
を
成
じ
、

（
鋤
）

猶
を
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
に
裏
む
間
、
当
宗
の
意
は
偏
に
事
の
互
具
に
約
し
て
之
を
論
ず
べ
き
も
の
な
り
。

こ
こ
で
は
傍
線
部
に
「
華
厳
経
」
や
「
弘
決
」
の
文
が
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
波
線
部
の
よ
う
に
「
摩
訶
止
観
」
に
関
連
し
て
三
千

の
事
理
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
引
用
部
分
は
先
に
見
た
「
柏
原
案
立
」
の
事
具
三
千
の
説
示
と
酷
似
し
て
い
る
。

妙
楽
、
此
の
事
・
理
の
互
具
を
止
観
一
部
に
移
し
、
迩
門
流
通
外
宜
の
辺
吟

事
具
を
釈
し
た
ま
へ
り
。
之
に
依
っ
て
止
の
五
に
華
厳
経
を
引
い
て
云
く
、

此
の
如
き
十
界
事
具
の
深
旨
は
迩
門
に
猶
を
之
を
明
さ
ず
。
況
ん
や
爾
前
諸
部
の
円
に
於
て
之
を
明
さ
ん
や
。
然
る
に
天
台
・

妙
楽
、
此
の
事
・
理
の
互
具
を
止
観
一
部
に
移
し
、
迩
門
流
通
外
宜
の
辺
に
は
理
具
を
釈
し
、
本
門
流
通
内
鑑
密
本
の
辺
に
は

に
之
を
受
け
て
、

三
、
「
宗
要
集
』
雑
部
第
四
「
十
界
互
具
」
に
お
け
る
「
柏
原
案
立
」
と
の
関
連

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
邪
具
諭
（
三
浦
和
浩
）

の
五
に
理
境
・
修
境
を
立
つ
ｃ
理
境
の
三
千
は
斑
具
三
子
修
壗
の
三
千
は
密
本
則
事
圓

一
弓
ハ
心
造
斗
者
不
し
出
雪
一
意
ミ
ー
ニ
ハ
者
約
聡
理
二
造
即
手
是
レ
具
ナ
リ
。
ニ
ニ
ハ
者
約
嚇
二
事
二
不
し
出
彗
一
世
母

心
ハ
如
才
エ
ナ
ル
画
師
ジ
造
１
種
種
ノ
五
陰
司
文
。

。
之
に
依
っ
て
決
の
五

決
の
五…

文
。
又
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；
Ｉ
；

三
千
也
。

用
の
順
序
も
同
二

が
至
当
で
あ
ろ
う
。

止
ノ
五
二
立
理
境
修
境
。
理
境
三
千
理
具
三
千
。
修
境
三
千
事
具

決
ノ
五
二
引
吟
之
ヲ
云
ク
言
調
心
造
斗
者
不
レ
出
彗
一
意
司
一
ニ
ハ
者
約
嚇

依
庵
之
二
華
厳
経
二
云
ク
心
ハ
如
診
エ
ナ
ル
画
師
孝
造
１
種
種
ノ
五
陰
与
英
。

こ
れ
ら
両
書
に
お
い
て
、
「
華
厳
経
」
や
『
弘
決
」
か
ら
同
一
の
文
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
偶
然
の
一
致
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か

し
、
波
線
部
の
よ
う
に
経
典
や
天
台
典
籍
で
は
な
い
部
分
で
『
柏
原
案
立
』
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
、
ま
た
そ
れ
ら
の
引

用
の
順
序
も
同
一
で
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
隆
師
が
意
図
的
に
貞
舜
「
柏
原
案
立
」
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
捉
え
る
の

具
ハ
鉦
膨
卜
非
荊
コ
ト
理
具
一
一
実

理
二
造
即
チ
是
し
具
ナ
リ
。
ニ
ニ
ハ
者
約
弔
二
事
二
不
し
出
彗
一
世
寺
突
。
又
夕

両
者
を
比
較
す
れ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

「
宗
要
柏
原
案
立
」

で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
宗
要
集
」
と
「
柏
原
案
立
」
の
類
似
性
は
、
「
十
界
互
具
」
の
算
題
の
冒
頭
部
分
に
も
看
て
取
る
こ
と
が

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

決
ノ
五
二
云
ク
又
夕
此
ノ
理
具
変
ン
テ
為
罪
修
具
も
一
ラ
修

（
「
大
正
」
七
四
巻
、
五
四
四
頁
、
中
段
）

立
つ
。
理
境
の
三
千
は
理
具
三
千
、

Ｉ
為
率
修
具
も
ニ
ノ
修
具
鉦
鯵
非
苓
コ
ト
理
具
一
一
文
。

（
「
隆
教
」
五
巻
、
七
頁
）

者
約
鼎
二
事
二
不
し
出
彗
一
世
今
文
。
又
止
の
五
に
理
境
・
修
境
を

造
斗
者
不
レ
出
彗
一
意
ミ
ー
ニ
ハ
者
約
踊
理
二
造
即
子
是
レ
具
ナ
リ
。
ニ
ニ
ハ

具
三
千
な
り
。
之
に
依
っ
て
決
の
五
に
云
く
、
又
夕
此
ノ
理
具
変
ジ
《
ァ

画
師
孝
造
斗
種
種
ノ
五
陰
宅
文
。

『
開
迩
顕
本
宗
要
集
」

之
に
依
っ
て
止
の
五
に
華
厳
経
を
引
い
て
云
く
、

経
を
引
い
て
云
く
、
心
ハ
如
才
エ
ナ
ル

決
の
五
に
之
を
受
け
て
、
言
顎
心

修
境
の
三
千
は
密
本
即
事

Ｉ
く
く
く
く
く
１
１
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愛
二
以
一
華
厳
ノ
三
無
差
別
雪
理
鵠
無
差
差
約
事
用
稗
セ
リ
。
貧
欲
即

問
う
。
十
界
ノ
依
正
更
二
互
具
ｆ
者
約
学
理
二
論
ズ
ル
歎
約
噂
事
二
論
ズ
ル

歎
。
答
フ
。
任
謨
一
家
ノ
大
旨
一
一
事
理
共
二
可
吟
論
玄
十
界
互
具
ノ
義
↓
也
↓

可
全
答
へ
申
呈

就
噂
之
二
理
性
一
如
ノ
時
錐
睦
有
予
界
界
二
互
具
ノ
義
一
事
相
隔
異
ノ

日
ハ
零
ヵ
十
界
互
具
ノ
義
可
時
有
恥
之
レ
耶
・

是
道
ノ
文
約
理
云
即
約
事
須
離
卜
判
ズ
。
如
写
（
文
理
ノ
者
事
相
ノ
互
し
、
或
は
約
吊
（
理
二
一
麗
即
卜
、
約
弔
（
事
二
須
陸
離
ス
と
判
じ
た
ま

具
ハ
鉦
鯵
卜
之
レ
被
串
リ
得
。
へ
り
。
文
理
の
如
く
ん
ば
事
相
の
互
具
こ
れ
な
し
と
得
ら
れ
た

（
「
大
正
」
七
四
巻
、
五
四
三
頁
、
下
段
）
り
、
爾
ら
ば
如
何
。

（
「
隆
教
」
五
巻
、
三
頁
）

（
割
｝

こ
れ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
冒
頭
部
分
の
問
答
形
式
は
ほ
ぼ
同
一
と
言
っ
て
よ
い
。
但
し
答
釈
に
お
い
て
「
柏
原
案
立
」
が
「
事

理
共
に
十
界
互
具
の
義
を
論
ず
可
き
也
」
と
の
み
言
う
の
に
対
し
て
、
「
宗
要
集
」
で
は
そ
れ
を
い
っ
た
ん
許
容
し
た
上
で
、
「
顕
本

「
宗
要
柏
原
案
立
」

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
邪
具
論
（
三
浦
和
浩
）

問
ふ
、
十
界
の
依
正
実
に
互
に
具
す
る
こ
と
は
、
理
に
約
し
て

論
ず
る
か
、
事
に
約
し
て
論
ず
る
か
。

答
ふ
、
今
経
の
大
旨
に
任
せ
ば
、
事
・
理
の
互
具
共
に
之
を
論

ず
べ
し
と
云
へ
ど
も
、
顕
本
事
円
の
正
意
に
任
せ
て
事
に
約
し

て
論
ず
べ
き
な
り
。

之
に
付
て
、
理
性
は
融
通
無
磯
の
法
な
る
が
故
に
生
仏
互
融
す

と
云
へ
ど
も
、
随
縁
の
事
相
は
隔
歴
差
別
し
て
迷
悟
遥
か
に
異

な
り
、
縦
へ
顕
本
事
円
の
意
な
り
と
も
争
で
か
事
相
互
具
の
義

を
明
す
べ
け
ん
や
。

差
を
以
て
解
釈
の
中
に
は
理
体
ハ
鉦
彫
差
、
差
ハ
約
率
事
用
一
一
と
釈

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
』
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事
円
の
正
意
に
任
せ
て
事
に
約
し
て
論
ず
べ
き
な
り
」
と
、
事
具
を
正
意
に
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。

（
弱
）

両
者
の
共
通
点
と
し
て
は
、
と
も
に
「
法
華
玄
義
釈
錨
」
の
「
理
体
は
差
な
し
。
差
は
事
用
に
約
す
」
の
文
、
及
び
、
『
摩
訶
止

（
鍋
）

観
輔
行
伝
弘
決
』
の
「
理
に
約
す
れ
ば
即
と
云
ひ
、
事
に
約
す
れ
ば
離
す
べ
し
」
を
用
い
て
、
事
相
の
互
具
の
可
能
性
を
疑
問
視
す

る
問
い
を
立
て
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
理
に
お
い
て
は
相
即
融
通
す
る
こ
と
か
ら
「
事
理
共
に
十
界
互
具
」
す
る

と
言
え
る
が
、
事
に
お
い
て
は
事
相
隔
歴
で
あ
る
の
で
仏
と
衆
生
は
当
然
各
々
が
別
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
事
に
お
い
て
十
界
互

具
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
設
定
の
中
で
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
”
）

な
お
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
、
舜
増
Ｔ
一
三
三
一
’
一
三
四
○
ｌ
）
『
宗
要
光
聚
坊
」
の
「
十
界
互
具
」
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
「
宗

要
集
」
の
文
体
は
や
は
り
「
柏
原
案
立
』
に
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
「
宗
要
集
』
冒
頭
部
分
は
「
柏
原
案
立
』

を
参
考
に
し
た
も
の
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
宗
要
集
」
「
仏
部
」
の
「
他
受
用
遍
」
に
お
い
て
も
、
「
釈
銭
」
の
「
理
体
は
差
な
し
。
差
は
事
用

に
約
す
」
の
文
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
他
受
用
遍
」
は
内
容
的
に
「
柏
原
案
立
」
の
「
三
身
法
界
」
に
相
当
す
る
箇
所
で
、
応
身
仏
が
法
界
に
遍
満
す
る
か
否
か
と
い

う
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
冒
頭
は
、

問
ふ
、
自
受
用
身
が
法
界
に
遍
す
る
如
く
、
他
受
用
応
化
身
も
亦
法
界
に
遍
ず
る
や
。

（
銘
）

答
ふ
、
此
の
事
当
宗
の
大
旨
に
任
せ
ば
法
界
に
遍
ず
べ
き
な
り
と
答
へ
申
す
べ
し
。

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

四
、
「
宗
要
集
」
仏
部
第
五
「
他
受
用
遍
」
に
お
け
る
「
釈
簸
』
の
引
用
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故
に
事
々
は
隔
意
の
法
な
り
。
何
ぞ
事
独
り
相
即
す
と
云
ふ
く
け
ん
や
。
之
に
依
て
理
体
ハ
鉦
搦
差
、
差
ハ
約
率
事
用
一
と
云
へ
り
。

（
鋤
）

何
ぞ
事
と
事
と
相
即
す
と
云
ふ
く
け
ん
や
。

こ
の
問
い
は
「
宗
要
集
」
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
「
柏
原
案
立
」
に
は
（
あ
る
い
は
「
宗
要
光
聚
坊
」
に
も
）
見
ら
れ
な
い
。
つ

ま
り
隆
師
独
自
の
判
断
に
よ
っ
て
「
理
罷
無
差
差
約
事
用
」
が
引
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
十
界
互
具
で
は
な
く
、
分

身
諸
仏
が
各
々
相
即
す
る
と
い
う
主
張
を
論
難
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
答
釈
を
見
る
と
、
そ
の
主
題
が
実
は
事
具
三
千
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
概
念
と
し
て
十
界
互
具
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

（
鋤
）

と
い
う
問
答
で
始
ま
り
、
こ
れ
も
「
柏
原
案
立
』
と
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
。

「
釈
鍍
』
の
「
理
燈
無
差
差
約
事
用
」
の
文
は
、
こ
の
算
題
の
中
の
「
円
の
意
は
事
々
相
即
を
明
す
や
の
事
」
で
次
の
よ
う
に
引

「
釈
鍍
』
の
「

か
る
・

用
さ
れ
て
い
る
。

当
宗
の
義
に
云
く
、
之
に
於
て
爾
前
、
通
、
本
の
不
同
こ
れ
あ
る
べ
し
。
先
づ
爾
前
に
諸
部
の
円
あ
り
と
雌
も
実
を
以
て
之
を

論
ず
れ
ば
、
別
門
に
摂
す
る
故
に
通
じ
て
事
理
隔
別
な
り
、
故
に
相
待
妙
と
名
づ
く
。
今
経
迩
門
の
意
は
開
権
顕
実
を
明
し
絶

待
妙
を
明
す
故
に
、
随
っ
て
事
理
相
即
を
明
す
。
諸
法
実
相
三
諦
円
融
是
れ
な
り
。
然
る
に
果
頭
開
顕
を
明
さ
ざ
る
故
に
三
千

十
法
界
の
頂
上
た
る
第
十
慈
父
の
仏
界
事
仏
の
報
応
無
常
始
覚
に
し
て
、
仏
と
仏
と
各
修
各
行
し
て
互
融
せ
ず
有
作
三
身
な
る

故
に
、
所
生
の
九
法
界
も
事
々
の
方
は
互
融
せ
ず
し
て
真
の
一
念
三
千
も
顕
れ
ず
。
故
に
事
理
相
即
と
云
ふ
も
法
身
実
相
の
所

（
制
）

依
常
な
り
。
事
独
立
の
相
即
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

こ
こ
で
は
、
全
体
を
爾
前
、
迩
門
、
本
門
に
分
け
た
上
で
、
爾
前
と
対
比
し
て
迩
門
の
事
理
相
即
を
解
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が

難
じ
て
云
く
。
此
の
事
不
審
な
り
。
理
と
云
ふ
は
空
中
の
理
な
る
故
に
三
諦
円
融
す
れ
ば
事
理
相
即
を
明
す
。
事
は
仮
諦
な
る

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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ら
、
迩
門
の
事
理
相
即
は
諸
法
実
相
・
三
諦
円
融
と
い
っ
た
法
理
が
そ
の
根
拠
と
な
る
に
と
ど
ま
り
、
「
果
頭
開
顕
」
す
な
わ
ち
本

仏
の
久
遠
成
道
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
報
身
や
応
身
は
そ
れ
ぞ
れ
が
隔
別
で
あ
り
互
融
せ
ず
、
能
生
の
仏
が
互
融
し

な
い
の
で
あ
れ
ば
所
生
の
九
界
も
ま
た
互
融
せ
ず
ｌ
つ
ま
り
十
界
互
具
が
真
の
意
味
で
成
立
し
な
い
の
で
ｌ
、
よ
っ
て
真
の
一

念
三
千
も
顕
れ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
一
仏
一
仏
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
々
に
相
即
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
身
実
相
の
所
依
常

と
し
て
相
即
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
断
じ
て
い
る
。
図
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

晶
胴
Ⅱ
洲
鯏
鯏
Ⅱ
鋤
繩
釧
柵
州
川
獺
繩
胤
一
鰄
洲
鯏
削
法
身
実
相

こ
れ
に
対
し
て
、
本
門
の
事
理
相
即
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

次
に
本
門
の
意
は
、
報
応
の
事
仏
に
約
し
て
果
頭
開
顕
を
明
し
、
結
句
法
身
実
相
を
ば
下
し
て
裏
に
置
き
、
報
応
尊
形
事
相
の

仏
を
以
て
面
に
立
て
本
迩
を
論
ず
、
本
迩
は
事
な
り
、
応
を
以
て
通
と
な
し
、
本
因
本
果
の
報
仏
を
以
て
本
と
な
す
。
正
在
報

身
と
て
報
身
を
以
て
三
世
益
物
の
教
主
と
為
し
、
事
円
と
名
づ
け
、
随
縁
真
如
と
名
づ
く
。
此
の
報
仏
の
所
居
の
土
は
娑
婆
事

土
と
界
外
事
寂
光
と
事
々
相
即
し
て
本
国
土
妙
の
本
土
と
為
す
。
此
の
事
の
本
因
、
事
の
本
果
、
事
の
本
国
土
妙
合
し
て
依
正

三
千
の
妙
法
蓮
華
経
を
成
ず
。
故
に
事
の
三
千
と
名
づ
け
、
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
と
号
す
。
此
の
妙
法
の
行
を
ば
信
行
と
名
づ

く
、
信
は
事
な
り
之
を
行
ず
る
不
軽
大
士
の
逆
化
は
事
行
な
り
。
此
の
本
門
の
教
弥
実
位
弥
下
の
化
儀
も
事
、
化
法
も
事
な
り
。

此
の
事
行
を
有
相
行
と
名
づ
く
る
な
り
。
此
の
如
く
事
々
法
々
互
融
す
る
故
に
随
縁
真
如
と
名
づ
く
。
随
縁
は
事
々
な
り
。
真

如
は
相
即
な
り
。
故
に
真
実
の
一
念
三
千
は
本
門
に
て
第
十
仏
界
真
如
に
し
て
尊
形
の
事
仏
久
遠
常
住
な
る
時
、
九
界
も
久
遠

常
住
に
な
り
、
真
の
一
念
三
千
は
顕
は
る
§
な
り
。
さ
れ
ば
久
遠
は
事
な
り
、
常
住
は
理
な
り
、
法
身
な
り
、
故
に
迩
門
爾
前

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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（
羽
）

論
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
お
け
る
十
界
互
具
の
説
示
を
概
念
図
で
示
す
と
こ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

緊
事
可
氷
異
諦
経

随
縁
Ｉ
事
ｌ
久
遠

岸
岸
久
遠
常
住
’
九
界

仏
界
ｌ
報
身
ｌ
随
縁
真
如

真
如
ｌ
理
ｌ
常
住

Ｆ
相
即
ｒ
爾
前
迩
門
に
通
ず

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
事
理
相
即
し
つ
つ
事
事
相
即
す
る
こ
と
が
「
真
の
十
界
互
具
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
を
基
礎
と
し

て
真
の
一
念
三
千
（
事
具
三
千
）
が
導
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
報
身
顕
本
が
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
事
の
本

因
・
本
果
・
本
国
土
の
表
出
が
根
本
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
内
包
す
る
妙
法
蓮
華
経
の
事
の
信
行
・
不
軽
菩
薩
の
事
の
逆
縁
教
化
、

「
教
弥
実
位
弥
下
」
の
化
儀
化
法
も
全
て
事
と
な
っ
て
、
最
終
的
に
は
「
事
々
相
即
の
義
は
本
門
八
品
上
行
要
付
の
化
儀
化
法
に
限

る
べ
き
な
り
」
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
通
ず
。
久
遠
は
永
異
諸
経
な
り
。
故
に
本
覚
と
云
ふ
は
事
な
り
。
始
覚
と
云
ふ
は
理
な
り
。
故
に
始
覚
は
難
行
道
な
り
。
本

（
型
）

門
本
覚
に
易
行
な
り
。
此
の
如
く
心
得
ば
事
々
相
即
の
義
は
本
門
八
品
上
行
要
付
の
化
儀
化
法
に
限
る
べ
き
な
り
。

こ
こ
で
隆
師
は
、
本
門
法
華
経
に
お
い
て
は
法
身
を
裏
に
置
き
、
報
身
・
応
身
を
面
と
し
、
さ
ら
に
応
身
は
迩
門
、
報
身
を
本
門

と
し
て
、
本
門
に
お
け
る
本
仏
の
開
顕
こ
そ
が
「
事
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
報
身
を
縁
起
常
住
（
相
続
常
）
と

し
て
の
「
随
縁
真
如
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
が
、
そ
れ
を
示
す
こ
と
で
、
本
門
の
報
身
顕
本
こ
そ
が
、
事
事
相
即
Ｉ
す
な
わ
ち
個

別
の
事
象
が
隔
別
で
あ
り
つ
つ
相
即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
応
身
仏
が
法
界
に
遍
満
す
る
と
い
う
こ
と
ｌ
の
根
本
理

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
油
和
浩
）

－33－



〈
弱
）

こ
こ
で
は
、
「
釈
鍍
」
の
「
顕
本
為
事
円
開
権
為
理
円
」
を
引
い
て
本
門
に
は
随
縁
事
円
と
し
、
「
随
縁
真
如
の
上
の
事
理
一
如
の

事
の
互
具
こ
れ
を
明
か
す
」
と
し
て
、
「
他
受
用
遍
」
の
時
と
同
様
に
、
事
理
相
即
し
な
が
ら
事
事
相
即
す
る
と
い
う
「
事
の
十
界

互
具
」
の
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
「
永
異
諸
経
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
次
に
此
の
算
の
我
等
が
為
の
所
詮
の
落
居
は
何
事
ぞ
や
」
と
し
て
結
論
を
述
べ
る
中
に
も
、

冊
て
本
門
の
意
は
開
近
顕
遠
の
無
作
三
身
を
明
す
故
に
法
身
の
常
住
は
希
有
に
あ
ら
ず
、
報
・
応
を
発
迩
顕
本
し
て
常
住
久
遠

が
れ
て
い
る
。

先
に
見
た
仏
部
の
「
他
受
用
遍
」
に
は
、
「
久
遠
は
永
異
諸
経
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
雑
部
の
「
十
界
互
具
」
に
も
受
け
継

（
割
）

き
も
の
な
り
。

こ
こ
で
は
、
「
釈

今
経
の
諸
教
永
異
の
玄
旨
と
は
十
界
互
具
・
界
如
三
千
の
法
門
な
り
。
然
る
に
迩
門
に
は
不
変
の
理
に
約
し
て
之
を
明
か
し
、

本
門
に
は
随
縁
事
円
に
約
し
て
之
を
談
ず
。
差
を
以
て
顕
本
ヲ
為
一
事
円
千
開
権
ヲ
為
１
理
円
半
と
云
ひ
、
或
は
又
並
二
由
コ
テ
理
具
一
方
二

有
訓
事
融
一
と
判
じ
た
ま
へ
り
。
但
し
難
勢
に
至
り
て
は
、
事
理
迷
悟
各
別
の
義
は
始
覚
権
門
の
意
な
り
、
顕
本
事
円
の
貧
体
即

本
門
の
意
は
結
句
、
法
身
実
相
の
理
の
互
具
を
ば
迩
中
之
本
と
て
こ
れ
を
下
し
、
永
異
諸
経
な
る
報
仏
九
界
の
事
の
互
具
の
随

覚
体
の
本
覚
の
所
談
は
随
縁
真
如
の
上
の
事
理
一
如
の
事
の
互
具
之
を
明
す
、
是
れ
永
異
諸
教
の
沖
微
な
り
と
心
得
て
相
違
な

と
云
ふ
故
に
、
永
異
諸
経
と
云
ふ
な
り
。
此
の
報
身
は
事
智
な
り
。
此
の
事
智
報
身
の
父
の
仏
界
よ
り
九
界
の
諸
子
を
出
生
し

て
十
界
の
父
子
互
具
す
る
故
、
仏
界
事
仏
な
れ
ば
所
生
の
九
界
も
事
智
と
成
る
故
に
、
十
界
は
事
に
互
具
し
て
而
も
娑
婆
寂
光

一
体
の
本
国
土
妙
事
相
の
寂
光
に
住
し
て
依
報
・
正
報
共
に
事
円
な
る
十
界
互
具
・
界
如
三
千
の
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
な
れ
ば
、

五
、
「
宗
要
集
」
雑
部
第
四
「
十
界
互
具
」
に
お
け
る
十
界
事
具
論

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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（
訂
）

そ
の
上
で
、
妙
楽
大
師
湛
然
の
「
金
剛
鉾
」
の
冒
頭
を
引
き
、

》

』

（
銘
）

阿
鼻
ノ
依
正
ハ
全
ク
処
一
極
聖
ノ
自
身
一
毘
盧
ノ
身
土
ハ
不
し
遼
季
凡
下
ノ
ー
念
↓
の
事
の
十
界
互
具
顕
然
な
り
。

と
述
べ
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
宗
祖
遺
文
に
言
及
し
て
い
る
。

之
に
依
っ
て
高
祖
の
御
所
判
の
中
に
は
、
未
だ
発
迩
顕
本
せ
ざ
れ
ば
実
の
一
念
三
千
も
顕
れ
ず
、
二
乗
作
仏
も
定
ま
ら
ず
、
猶

し
水
中
の
月
の
如
し
、
根
な
き
草
の
波
の
上
に
浮
べ
る
に
似
た
り
、
本
門
に
至
り
て
始
成
正
覚
を
破
れ
ば
四
教
の
果
破
る
、
四

教
の
果
破
れ
ば
四
教
の
因
破
れ
ぬ
、
爾
前
迩
門
の
十
界
の
因
果
を
打
ち
破
て
本
門
十
界
の
因
果
を
説
き
顕
わ
す
、
是
れ
則
ち
本

因
本
果
の
法
門
な
り
、
九
界
も
無
始
の
仏
果
に
具
し
仏
果
も
無
始
の
九
界
に
備
て
真
の
十
界
互
具
・
百
界
千
如
・
一
念
三
千
な

る
べ
し
、
等
と
判
じ
た
ま
ふ
御
所
判
の
意
は
、
迩
門
の
十
妙
は
初
に
十
如
の
境
を
挙
げ
て
理
の
互
具
を
論
ず
る
故
に
こ
れ
を
引

か
ず
、
本
門
十
妙
は
初
に
本
因
・
本
果
の
事
智
を
挙
げ
て
事
の
互
具
を
論
ず
る
故
に
之
を
引
い
て
事
具
三
千
を
釈
し
た
ま
へ
り
。

観
心
本
尊
抄
に
本
果
妙
を
ば
釈
尊
、
本
因
妙
を
ば
九
界
と
も
上
行
菩
薩
と
も
判
じ
て
、
九
界
を
総
す
れ
ば
上
行
、
上
行
を
別
す

れ
ば
九
界
な
り
。
故
に
今
本
因
妙
を
以
て
九
界
と
為
し
、
本
果
妙
を
以
て
仏
界
と
為
し
、
事
智
に
約
し
て
事
具
三
千
を
成
じ
た

ま
へ
り
。
治
病
抄
に
迩
門
は
理
の
三
千
、
本
門
は
事
の
三
千
な
り
と
判
じ
た
ま
ふ
は
此
の
意
な
り
。
此
の
如
き
十
界
事
具
の
深

旨
は
迩
門
に
猶
を
之
を
明
さ
ず
。
況
ん
や
爾
前
諸
部
の
円
に
於
て
之
を
明
さ
ん
や
。
然
る
に
天
台
・
妙
楽
、
此
の
事
・
理
の
互

（
調
｝

具
を
止
観
一
部
に
移
し
、
迩
門
流
通
外
宜
の
辺
に
は
理
具
を
釈
し
、
本
門
流
通
内
鑑
密
本
の
辺
に
は
事
具
を
釈
し
た
ま
へ
り
。

こ
こ
で
隆
師
は
、
「
「
開
目
抄
」
は
、
本
因
・
本
果
の
事
智
を
挙
げ
て
事
の
十
界
互
具
を
論
じ
る
上
で
事
具
三
千
を
解
釈
し
、
「
本

と
あ
り
、
法
華
経
の
み
に
説
１

と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
調
）

縁
真
如
・
事
円
・
事
妙
の
事
の
互
具
を
之
を
明
す
。

り
、
法
華
経
の
み
に
説
か
れ
る
「
発
迩
顕
本
」
、
す
な
わ
ち
報
身
本
仏
の
開
顕
を
、
十
界
互
具
が
事
具
な
る
こ
と
の
前
提
条
件

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
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尊
抄
」
は
本
因
妙
を
．

『
治
病
抄
（
富
木
入
道
恥

う
こ
と
を
述
べ
、
こ
』

そ
し
て
こ
の
後
に
、

は
本
因
妙
を
上

之
に
依
っ
て
止
の
五
に
華
厳
経
を
引
い
て
云
く
、
心
ハ
如
コ
エ
ナ
ル
画
師
↓
造
ユ
種
種
ノ
五
陰
弓
文
。
決
の
五
に
之
を
受
け
て
、
言
謨
心

造
斗
者
不
レ
出
雪
一
意
↓
、
一
ニ
ハ
者
約
場
理
二
造
即
チ
是
レ
具
ナ
リ
。
ニ
ニ
ハ
者
約
弔
二
事
二
不
し
出
彗
一
世
弓
文
。
又
止
の
五
に
理
境
・
修
境
を

立
つ
。
理
境
の
三
千
は
理
具
三
千
、
修
境
の
三
千
は
密
本
即
事
具
三
千
な
り
。
之
に
依
っ
て
決
の
五
に
云
く
、
又
夕
此
ノ
理
具
変
ン
テ

（
㈹
）

為
１
修
具
も
ニ
ノ
修
具
鉦
膨
非
謝
コ
ト
理
具
一
文
。

と
、
「
柏
原
案
立
』
と
同
様
の
文
を
引
用
し
た
上
で
、

此
の
如
く
止
観
一
部
に
事
・
理
の
三
千
、
事
・
理
の
互
具
之
を
明
し
、
事
の
三
千
・
事
の
互
具
を
取
て
観
心
本
尊
抄
に
移
し
、

て
之
を
論
ず
べ
き
も
の
な
り
。

と
し
て
、
事
具
三
千
が
「
事
の
互
回

「
事
の
互
具

し
た
。 以
上
、
本
稿
で
は
「
宗
要
集
」
と
「
柏
原
案
立
」
と
の
比
較
を
交
え
な
が
ら
、
隆
師
の
十
界
事
具
（
事
具
十
界
）
に
つ
い
て
考
察

『
宗
要
集
」
で
は
十
界
互
具
の
事
具
を
論
ず
る
際
、
そ
の
不
可
能
性
を
示
唆
す
る
為
に
「
釈
蕊
」
の
「
理
体
無
差
差
約
事
用
」
を

本
因
本
果
本
国
土
に
約
し
て
事
具
三
千
を
成
じ
、
猶
を
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
に
裏
む
間
、
当
宗
の
意
は
偏
に
事
の
互
具
に
約
し

行
・
九
界
、
本
果
妙
を
釈
尊
・
仏
界
と
し
て
、
こ
れ
も
事
智
に
約
し
て
事
具
三
千
を
論
じ
て
お
り
、
ま
た

買
富
木
入
道
殿
御
返
事
二
に
「
一
念
三
千
の
観
法
に
二
あ
り
。
一
に
理
、
二
に
事
な
り
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
」
と
い

を
述
べ
、
こ
れ
ら
を
「
十
界
事
具
の
深
旨
」
と
し
て
い
る
。

六
、
結
び

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

」
す
な
わ
ち
事
具
十
界
に
約
し
て
論
じ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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存
）
の
、

用
い
て
い
た
が
、
こ
れ
は
「
柏
原
案
立
」
に
も
見
ら
れ
る
使
用
法
で
あ
っ
た
。
「
十
界
互
具
」
の
箇
所
で
は
「
柏
原
案
立
」
に
な
ぞ

ら
え
る
形
で
問
い
を
立
て
て
い
た
た
め
、
両
書
が
同
じ
『
釈
鍍
」
の
文
を
引
用
し
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
他
受

用
遍
」
で
の
引
用
は
「
柏
原
案
立
」
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
、
隆
師
が
「
柏
原
案
立
」
の
「
十
界
互
具
」
か
ら
学
び

（
偲
）

取
っ
た
手
法
を
「
他
受
用
遍
」
に
お
い
て
援
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
隆
師
が
事
具
十
界
を
説
く
際
に
は
、
必
ず
①
発
迩
顕
本
．
②
報
身
正
意
．
③
随
縁
真
如
を
条
件
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て

取
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
「
開
目
抄
」
の
「
い
ま
だ
発
迩
顕
本
せ
ざ
れ
ぱ
ま
こ
と
の
一
念
三
千
も
あ
ら
は
れ
ず
」
を
解
釈
す

る
際
に
重
要
な
指
南
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
事
具
十
界
の
議
論
は
、
基
本
的
に
は
中
古
天
台
の
思
潮
の
中
で
形
成
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
宗
祖
も
そ
の

議
論
を
踏
ま
え
て
「
真
の
十
界
互
具
」
「
ま
こ
と
の
一
念
三
千
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
宗
祖
と
同
じ
時
代
に
は
す
で
に
「
事
具
」
と
い
う
用
語
も
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
祖
が
そ
れ
を
一
切
用
い
な

か
っ
た
こ
と
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
宗
祖
遺
文
中
に
は
、
例
え
ば
『
王
舎
城
事
」
（
文
永
十
二
年
・
真
蹟
曾

や
、
「
観
心
本
尊
抄
」
（
文
永
十
年
・
真
蹟
存
）
の
、

像
法
ノ
中
末
二
観
音
・
薬
王
示
二
現
阜
南
岳
・
天
台
等
斗
出
現
ン
テ
以
↓
迩
門
↓
為
睦
面
卜
以
毒
本
門
↓
為
噂
裏
卜
百
界
千
如
・
一
念
三
千

（
判
）

尽
予
其
ノ
義
君
但
ダ
論
琴
理
具
宝
事
行
ノ
南
無
妙
法
蓮
華
経
ノ
五
字
並
二
本
門
ノ
本
尊
未
雪
広
ク
行
蚕
之
ヲ
。

と
い
う
よ
う
に
、
天
台
の
法
門
を
指
し
て
「
理
具
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
「
事
具
」
は
一
度
も
使
わ

名
越
の
事
は
是
に
こ
そ
多
の
子
細
ど
も
を
ば
聞
て
候
へ
。
あ
る
人
の
ゆ
き
あ
ひ
て
、
理
具
の
法
門
自
讃
し
け
る
を
さ
む
ざ
む
に

（
幅
）

せ
め
（
責
）
て
候
け
る
と
承
候
。

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
諭
（
三
浦
和
浩
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こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
「
理
具
」
に
し
て
も
「
事
具
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
「
十
界
互
具
」

に
関
す
る
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
「
理
具
」
は
妙
楽
の
「
弘
決
」
に
見
え
る
、
い
わ
ば
正
統
な
天

台
教
学
の
用
語
で
あ
る
に
対
し
て
、
「
事
具
」
は
安
然
以
降
、
中
古
天
台
で
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

宗
祖
の
時
代
に
確
実
に
存
在
し
た
「
事
具
」
と
い
う
用
語
を
宗
祖
が
用
い
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
用
語
を
ご
存
じ
な
か
っ
た
か
、

あ
る
い
は
敢
え
て
そ
の
使
用
を
意
図
的
に
避
け
ら
れ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
は
宗
祖
と
中
古
天

台
法
門
と
の
距
離
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
以
上
）

れ
て
い
な
い
。

（
１
）
大
平
宏
龍
「
日
隆
教
学
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
桂
林
学
叢
」
二
五
号
．
二
○
一
四
年
）
四
頁

（
２
）
「
三
千
余
帖
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
大
平
宏
龍
先
生
は
前
掲
論
文
（
三
頁
）
に
於
い
て
「
無
論
こ
れ
は
白
髪
三
千
丈
の
類
で
、
多
避
で

あ
る
と
の
謂
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
信
隆
日
秀
上
人
の
「
両
山
歴
譜
書
写
継
稿
」
（
一
八
ヲ
）
に
は
「
三
千
余
章
之
聖
教
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
平
先
生
は
「
三
千
余
帖
は
或
い
は
三
千
余
章
の
転
化
で
あ
ろ
う
か
」
と
推
論
さ
れ
て
い
る
。
大
平
宏
龍
「
日
隆
聖

人
教
学
成
立
の
資
料
」
（
『
桂
林
学
叢
』
八
号
．
一
九
七
四
年
）
九
一
頁
、
注
（
１
）
参
照

（
３
）
仏
部
第
一
の
「
二
仏
並
出
」
は
本
末
二
巻
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
隆
師
に
よ
っ
て
「
最
略
本
」
と
記
さ
れ
た
「
二
仏
並
出
第
一
末
」

を
「
第
一
本
」
の
重
本
と
し
て
全
六
五
巻
と
見
る
考
え
方
も
あ
る
。
大
平
宏
龍
「
「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
考
」
（
「
興
隆
学
林
紀
要
」
三

号
．
一
九
八
九
年
）
二
五
頁
以
降
参
照

（
４
）
株
橋
日
涌
（
諦
秀
）
先
生
は
、
「
日
隆
聖
人
教
学
の
序
説
」
（
「
桂
林
学
叢
」
四
号
．
一
九
六
三
年
）
に
「
弘
経
抄
は
本
宗
の
法
華
経
観

注

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
諭
（
三
浦
和
浩
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（
７
）
大
平
宏
龍
二
開
迩
醇

（
８
）
同
五
八
頁
、
注
販

連
す
る
記
事
が
見
え
る
。

（
９
）
米
沢
晋
之
助
「
慶
林

（
皿
）
大
平
宏
龍
弓
開
逃

「
名
目
見
聞
」
の
一
考
察

（
ｕ
）
尾
上
寛
仲
「
法
命
箆

報
」
二
三
号
・
一
九
八

米
沢
晋
之
助
「
慶
林

一
九
八

（
６
）
北
川
前
肇
「
日
蓮
教
学
研
究
」
（
平
楽
寺
書
店
・
一
九
八
七
年
）
四
八
四
頁
。
た
だ
し
北
川
先
生
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
な

解
答
を
提
示
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
７
）
大
平
宏
龍
「
「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
考
」
四
五
頁

（
８
）
同
五
八
頁
、
注
（
錦
）
。
ま
た
、
大
平
宏
龍
「
「
弘
経
抄
」
研
究
ノ
ー
ト
」
二
桂
林
学
叢
」
二
六
号
．
二
○
一
五
年
）
二
五
頁
に
も
関

の
終
窮
究
寛
の
大
作
と
し
、
隆
師
〈

（
５
）
株
橋
日
涌
前
掲
論
文
、
五
○
頁

（
吃
）
大
平
宏
龍
「
日
隆
聖
人
の
天
台
三
大
部
研
讃
に
つ
い
て
」
二
桂
林
学
叢
」
二
七
号
・
二
○
一
五
年
）
二
七
頁

（
喝
）
拙
稿
「
日
蓮
教
学
用
語
「
事
具
三
千
」
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
天
台
論
義
の
視
点
か
ら
Ｉ
」
二
印
度
學
佛
教
學
研
究
」
六
九
巻
二
号
・

二
○
一
二
年
）
、
同
「
日
本
天
台
用
語
「
事
具
」
の
成
立
と
日
蓮
思
想
へ
の
展
開
’
十
界
互
具
か
ら
一
念
三
千
へ
ｌ
」
（
伝
教
大
師
一
千
二

百
年
大
遠
忌
記
念
出
版
「
平
安
・
鎌
倉
の
天
台
」
・
二
○
二
一
年
）

（
Ｍ
）
布
施
義
高
「
初
期
日
蓮
教
学
史
と
本
通
論
」
（
「
法
華
仏
教
研
究
」
一
六
号
．
二
○
一
三
年
）
三
七
頁
の
注
二
七
参
照
。
ま
た
拙
稿

「
日
蓮
教
学
用
語
と
し
て
の
「
事
具
三
千
」
の
成
立
に
つ
い
て
ｌ
「
円
極
実
義
抄
」
の
撰
述
問
題
を
通
し
て
ｌ
」
（
「
桂
林
学
叢
」
二
八

号
．
二
○
一
七
年
）

で
あ
り
、
宗
要
集
は
本
宗
の
全
佛
教
観
で
あ
り
、
三
大
部
略
大
意
抄
は
本
宗
の
天
台
三
大
部
観
で
あ
っ
て
、
こ
の
三
部
の
著
を
以
て
隆
師

の
終
窮
究
寛
の
大
作
と
し
、
隆
師
の
三
大
部
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
四
○
頁
）
と
評
さ
れ
て
い
る
。

『
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

坊
日
隆
教
学
の
研
究
」
（
山
喜
房
仏
書
林
・
二
○
一
八
年
）
二
二
頁
【
表
ｕ
】
参
照
。

大
平
宏
龍
弓
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
考
」
四
五
頁
。
「
名
目
見
聞
」
と
「
七
帖
見
聞
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、

目
見
聞
」
の
一
考
察
」
（
「
桂
林
学
叢
」
一
○
号
．
一
九
七
八
年
）
六
五
頁
以
降
を
参
照

尾
上
寛
仲
「
法
命
集
に
つ
い
て
」
（
「
日
本
天
台
史
の
研
究
」
・
山
喜
房
仏
書
林
・
二
○
一
四
年
）
八
二
七
頁
。

一
年
）
。

（
初
出
は
「
天
台
学

同
「
日
隆
聖
人
著
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（
喝
）
出
典
不
詳
。
こ
の
「
円
人
は
初
心
に
事
理
具
足
す
」
に
つ
い
て
、
宝
地
房
証
真
は
「
天
台
真
言
二
宗
同
異
章
」
に
お
い
て
、
「
教
時
義

に
云
は
く
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
安
然
の
言
説
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。

（
略
）
「
大
正
」
七
五
巻
、
三
八
頁
、
下
段

（
Ⅳ
）
「
大
正
』
四
六
巻
、
二
八
九
頁
、
下
段

（
肥
）
こ
の
「
弘
決
」
の
文
は
「
摩
訶
止
観
」
巻
五
の
以
下
の
部
分
に
関
す
る
注
釈
で
あ
る
。
「
問
ふ
。
十
法
界
互
い
に
相
有
り
。
因
と
為
ん

や
果
と
為
ん
や
。
答
ふ
。
倶
に
相
有
り
。
而
も
果
は
隔
て
て
顕
し
難
し
。
因
は
通
じ
て
知
り
易
し
。
慈
童
女
の
地
獄
界
を
以
て
仏
心
を
発

す
る
が
如
し
。
未
得
記
の
菩
薩
得
記
の
者
を
軽
ん
ず
る
が
如
し
。
若
し
悔
を
生
ぜ
ず
ん
ぱ
罪
を
出
る
の
期
無
し
。
更
に
諸
例
を
引
く
。
凡

聖
皆
五
陰
を
具
す
。
聖
陰
凡
陰
の
如
し
と
言
う
べ
か
ら
ず
。
又
仏
は
五
眼
を
具
し
た
ま
へ
り
。
豈
に
人
天
の
果
報
を
以
て
仏
眼
を
釈
す
べ

け
ん
。
仏
五
行
を
具
す
。
病
行
は
是
れ
四
悪
界
な
り
。
嬰
児
行
は
是
れ
人
天
界
。
聖
行
は
是
れ
二
乗
法
界
。
梵
行
は
是
れ
菩
薩
法
界
。
天

行
は
是
れ
仏
法
界
な
り
。
」
（
「
大
正
」
四
六
巻
、
五
一
頁
、
下
段
）

（
四
）
ま
た
安
然
は
「
菩
提
心
義
抄
」
に
お
い
て
も
、
十
界
の
「
事
具
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
（
「
大
正
」
七
五
巻
、
三
八
頁
、
下
段
）
が
、

こ
の
直
前
に
も
や
は
り
「
弘
決
」
の
「
仏
果
已
に
満
ず
れ
ば
」
以
下
の
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
釦
）
「
事
具
三
千
」
の
語
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
注
（
週
）
（
皿
）
に
掲
げ
た
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
副
）
「
大
正
」
四
六
巻
、
五
一
頁
、
下
段

（
犯
）
「
大
正
」
七
四
巻
、
五
四
四
頁
、
中
段

（
羽
）
「
日
隆
聖
人
御
聖
教
」
（
以
下
「
隆
教
乞
五
巻
、
七
頁

（
別
）
尤
も
、
こ
の
よ
う
な
問
答
は
初
期
の
「
宗
要
」
で
あ
る
「
文
殊
櫻
決
」
（
源
信
問
良
源
答
）
に
も
見
ら
れ
、
十
界
互
具
の
「
事
具
」
が

最
初
期
の
「
宗
要
」
に
お
い
て
既
に
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
「
文
殊
模
決
」
は
源
信
の
疑
問
に
良
源
が
答
え
る

と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
初
期
に
成
立
し
た
初
期
の
「
宗
要
」
に
分
類
さ
れ
る
天
台

論
義
書
で
あ
る
（
藤
平
寛
田
「
天
台
宗
最
古
の
「
宗
要
集
」
の
成
立
形
態
」
・
「
天
台
学
報
」
三
六
号
．
一
九
九
四
年
）
。
ま
た
、
「
柏
原

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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案
立
」
に
先
行
す
る
檀
那
流
恵
光
房
流
の
「
宗
要
」
で
あ
る
恵
鎮
「
宗
要
白
光
」
（
「
天
全
」
一
八
巻
所
収
・
一
三
二
○
’
一
三
二
一
年
成

立
）
や
舜
増
「
宗
要
光
聚
坊
」
（
「
続
天
全
」
論
草
五
所
収
・
一
三
四
○
年
成
立
）
も
『
柏
原
案
立
」
と
同
様
の
形
式
で
始
ま
っ
て
い
る
。

（
妬
）
「
大
正
」
三
三
巻
、
八
三
九
頁
、
下
段

（
妬
）
「
大
正
」
四
六
巻
、
二
五
八
頁
、
上
段

（
訂
）
「
続
天
全
」
論
草
五
、
三
四
○
頁
、
上
段

（
訂
）
「
続
天
全
」
論
草
五
、
三
四

（
翌
「
柏
原
案
立
」
で
は
「
問
。
如
↓
自
受
用
身
遍
一
法
界
一
・
他
受
用
応
化
身
亦
遍
１
法
界
一
耶
。
答
。
共
二
可
レ
遍
二
法
界
一
也
卜
可
二
答
申
一
」

と
な
っ
て
お
り
「
答
え
申
す
べ
し
」
の
表
現
に
文
体
的
な
類
似
性
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
算
題
は
「
宗
要
白
光
」
で
は
「
三
身
遍

法
界
」
に
、
「
宗
要
光
聚
坊
」
で
は
「
応
身
遍
法
界
事
」
に
相
当
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
答
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
宗
要
白
光
」
「
如
診
自

受
身
遍
認
ガ
法
界
他
受
用
応
化
身
亦
遍
認
法
界
一
耶
。
問
答
如
二
三
重
抄
一
」
（
「
天
全
」
一
八
巻
、
一
九
頁
、
上
段
）
。
「
宗
要
光
聚
坊
」
「
問
。

如
三
自
受
用
身
遍
二
法
界
一
他
受
用
応
化
身
亦
遍
ユ
法
晃
一
耶
。
答
。
可
レ
遍
二
法
界
一
也
」
（
「
続
天
全
」
論
草
四
、
一
七
頁
、
下
段
）

（
認
）
「
隆
教
」
一
巻
、
一
四
四
頁

（
犯
）
「
隆
教
」
一
巻
、
一
八
五
頁

（
調
）
こ
れ
は
伝
教
大
師
最
澄
の
「
守
護
国
界
章
」
に
見
ら
れ
る
次
の
文
を
想
起
さ
せ
る
。
「
有
為
ノ
報
仏
ハ
夢
裏
ノ
権
果
。
無
作
ノ
三
身
ハ
覚
前
ノ

実
仏
ナ
リ
。
夫
し
真
如
ノ
妙
理
二
有
到
両
種
ノ
義
一
。
不
変
真
如
ハ
凝
然
常
住
。
随
縁
真
如
ハ
縁
起
常
住
ナ
リ
。
報
仏
如
来
二
有
訓
両
種
ノ
身
一
。
夢
裏
ノ

権
果
ハ
有
為
無
常
二
・
ン
テ
。
覚
前
ノ
実
身
ハ
縁
起
常
住
ナ
リ
。
相
続
常
ノ
義
二
亦
タ
有
訓
両
種
一
。
随
縁
真
如
相
続
常
ノ
義
。
依
他
縁
生
相
続
ノ
義
ナ
リ
。

今
真
実
ノ
報
仏
。
摂
聿
随
縁
真
如
相
続
常
ノ
義
老
鹿
食
所
い
執
ス
ル
凝
然
真
如
ハ
。
定
デ
為
宰
偏
真
も
（
「
伝
全
」
二
巻
・
五
六
七
頁
）
。
こ
こ
で

随
縁
真
如
は
縁
起
常
住
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
は
個
々
の
（
事
々
の
）
関
係
性
に
よ
っ
て
常
住
と
さ
れ
る
。

（
鈍
）
「
隆
教
」
五
巻
、
三
頁

（
釦
）
「
隆
教
』
一
巻
、
一
八
五
頁

（
証
）
「
隆
教
」
一
巻
、
一
八
五
頁

「
開
通
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）
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（
蝿
）
「
定
本
遺
文
」
九
一
六
頁

（
“
）
「
定
本
遺
文
」
七
一
九
頁

（
蛇
）
但
し
、
「
宗
要
集
」
に
影
響
を
与
え
た
も
の
が
何
れ
の
「
宗
要
」
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

今
回
は
舜
増
の
「
宗
要
光
聚
坊
」
と
恵
鎮
の
「
宗
要
白
光
」
を
参
照
し
た
が
、
他
に
も
頼
増
「
宝
樹
房
」
（
一
三
○
六
’
一
三
三
三
）
や

「
宗
要
智
晃
抄
」
（
一
三
四
○
’
一
三
七
五
）
、
あ
る
い
は
「
政
海
類
聚
抄
」
（
鎌
倉
後
期
）
な
ど
、
今
回
諸
事
情
に
よ
り
披
見
す
る
こ
と
の

叶
わ
な
か
っ
た
文
献
と
の
比
較
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

へへへへへへへ
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同一同一弓言ヨ
右陰右鴬杢鴬杢

「隆教

「大正

「
開
迩
顕
本
宗
要
集
」
に
見
ら
れ
る
十
界
事
具
論
（
三
浦
和
浩
）

」 」
三
三
巻
、
八

『
隆
教
」
五
巻
、
六
頁

「
大
正
」
四
六
巻
、
七

「
隆
教
」
五
巻
、
六
頁

四
六
巻
、
七 八

五
巻
、
七
頁

八
一
頁
、
上
段

五
巻
、
六
頁

一
七
頁
、
中
段

－42－


